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基本的な考え方・対策（２）

折り畳み機構は、車等での移動時、使用しない場合の保管時などの通常の利用上、必須

の機構です。

しかし、折り畳み機構部で手指を挟み込む危険性を完全になくすことは不可能です。海

外の安全基準では折り畳み時の危険性について配慮しているものはありません。

ここでは、重要ポイントを定め、幼児の手指を挟む可能性がある開閉すき間がない構造

とすること、そしてそれでも残る箇所は傷害を最小限にすることを目的とします。傷害を

最小限にする構造とは、鋭利な開閉部を除去し、手指が触れる開閉部の角を丸めることと

しました。

図１ まず対処すべき箇所として指定する重要ポイント

折り畳んでも指が挟まれない

よう間隔を拡大（試作段階） 全体覆うタイプ

図２ まず危険なすき間が生じない構造とする。

ひじ当て
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改正されたＳＧ基準（アンダーラインの箇所が追加になりました ）。

項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法

１ 外観、構造

及び寸法、 (2) 乳幼児の手足の届く (2) 栓ゲージですき間の有無を確認する

範囲に 5mm以上 13mm こと｡

未満の傷害を与えるよ 折り畳み機構を有するものは、折り

うな危険なすき間がな 畳み操作中に 5mm以上 13mm未満の栓ゲ

いこと。ただし、深さ ージが入り、かつ5mm未満の狭さに閉じ

5mm未満のすき間はこ るすき間にあっては、5mm栓ゲージが接

の限りでない。 する乳母車の部材の曲率半径は 2mm以

上であること。なお、曲率半径は、曲

率ゲージで計測して確認すること。た

だし、警告標識を製品本体の該当箇所

に表示してあるものにあっては、この

限りでない。

図 折り畳み機構部への手指挟み込み評価用プローブ

（産業技術総合センター デジタルヒューマン研究センター 多田 充徳）
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２ 公共交通機関での安全な利用

事故状況

年 月 日 ＪＲ東日本東京駅京葉線で戸ばさみ事故発生2002 9 4

年 月 日 ＪＲ東日本神田駅で戸ばさみ事故発生2007 5 24

年 月 日 南海電車高野線萩原天神駅でも発生2007 9 20

項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法

(17) 車輪附近部位は、列 (17) 図５に示すように、ステップよりも

車のドア閉まりが検知 下部位置（Ａ及びＢ位置）は、通常の

されやすい構造である 乗降姿勢で列車に乗降しようとした際

こと。 に、ドア閉まりの検知がされやすい構

造であることを確認すること。

なお、検査はドアシミュレータによ

るものとする 。＊

図５ 列車ドア検知試験

車輪は横向き状態

B

ドア部 ドア部

ドアゴム部

ドアゴム部

Ａ

ステップ
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同時に予定している啓発（ＳＧ基準の附属書で以下を推奨し、安全利用を促進）

電車などの公共交通機関で、お子さんを乗せたままご利用になる場合は、乗降時や乗車

時には以下の点などに注意し、安全にご利用下さい （乳母車は、列車等の公共交通機関。

での利用に際する安全を保証しているわけではありません ）。
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３ 走行衝撃振動試験の強化

関連事故等

年 月 日 走行中にフレーム部のねじが緩んで幼児が転落する事故があったこと2008 7 25

から、リコールが行われた。

年 月 日 ハンドル付け根の破損があることが新聞で報道された。2008 11 25

以上を背景として、衝撃振動試験を強化した。

旧基準

の重錘を乗せた乳母車を段差のあるドラム上で、前輪１時間、後輪１時間走行30kg

させて、強制的に衝撃振動を加えて、強度を見ていた。

改正基準

～ の重錘を乗せ、ハンドル部分に Ｎの力を加えながら、乳母車を段差の30kg 40kg 20

あるドラム上で、前輪２時間～４時間、後輪２時間～４時間走行させて、強制的に衝撃

振動を加え、さらに１時間毎に繰り返し、２０回の開閉・折り畳み操作をし、ゆるみや

不具合の発生を含めた強度をチェックするものとした。
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４ 欧米規格との整合を踏まえた適用対象の見直し

参考資料にも示されるように、乳母車の安全基準は、アメリカ、ヨーロッパ、オースト

ラリアでもそれぞれ制定されている。しかし、国際規格がなく、各国の使用環境や使用特

性に応じた内容となっている。

各国の安全基準とも整合しながら、消費者のニーズに合った乳母車の選択が幅広く行え

るよう、改正した。また、これに伴って対応する強度や構造などの規定も改正している。

旧基準 改正基準

Ａ形；１月～２４月 Ａ形；１月又は３・４月

～最大４８月

Ｂ形；７月～２４月 Ｂ形；７月～最大４８月

＊ヨーロッパの規格に整合

Ｂ形の下限もヨーロッパとオーストラリア規格に整合

その他

・適用範囲の拡大に伴って、新たに３６月ダミーの採用なども行っている。

・欧米では一般的になってきている３輪の乳母車も適用対象としている。
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付記 スケジュール

乳母車の改正スケジュール

09／1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

●　
安全管理委
員会

◎ →
制定 改正手続き

◯
制定リリース 猶予期間

◎

　この間に製品を完全に新基準
適用に変更

事業者向け改正
手続きの説明
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参考資料１ 専門委員会名簿

乳母車（改正）専門部会 専門委員名簿

（五十音順・敬称略）

氏 名 所 属

加藤 忠明 国立成育医療センター研究所（部会長）

安藤 亜希 国立成育医療センター研究所（委員）

石倉 孝 ピジョン 株式会社

石迫 立壮 株式会社 日本育児

五十畑 雅章 全国ベビー＆シルバー用品連合会

岩田 克裕 コンビ 株式会社

小野田 元裕 財団法人 日本車両検査協会

小林 肇 独立行政法人 産業技術総合研究所

佐伯 美智子 財団法人 日本消費者協会

佐藤 順子 ＮＡＣＳ消費生活研究所

柴田 貴司 株式会社 イトーヨーカ堂

竹内 貞民 全国ベビー＆シルバー用品連合会

多田 充徳 独立行政法人 産業技術総合研究所

南部 純一 株式会社 三越

新美 健太郎 株式会社 カトージ

船木 澄雄 アップリカ・チルドレンズプロダクツ 株式会社

三木 健 経済産業省商務情報政策局製品安全課（関係者）

高辻 育史 経済産業省製造産業局紙業生活文化用品課日用品室

荒川 守 社団法人 日本民営鉄道協会

渡辺 俊成 東日本旅客鉄道 株式会社

若井 博雄 財団法人 製品安全協会（事務局）

越山 健彦 財団法人 製品安全協会
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参考資料２ 乳母車の安全基準について

名称 「乳母車の認定基準及び基準確認方法」

この安全基準は、ＳＧマーク制度に基づく製品安全基準であるため、ＳＧ基準と呼

称することもあります。

Safety Goods 1973ＳＧとは、 （安全な製品の頭文字をとっています ）ＳＧ制度は、。

年（昭和 年）に消費生活用製品安全法が制定された際に、国の製品安全行政を支48

援する位置づけでスタートしたものです。製品安全協会は、当初は認可法人として設

立され、乳母車などのＳＧ基準は全て当時の通商産業大臣の承認手続きをとっていま

。 、 。した 年に法律改正があり その後は製品安全協会は財団法人となっています2000

歴史 制定 昭和 年（ 年） 月 日 （通商産業大臣承認）49 1974 5 23

第一次改正 昭和 年（ 年） 月 日 （通商産業大臣承認）50 1975 2 14

第二次改正 昭和 年（ 年） 月 日 （通商産業大臣承認）51 1976 11 15

第三次改正 平成 年（ 年） 月 日16 2004 6 10

関連事項

工業会 ；全国ベビー＆シルバー用品連合会

主要企業；コンビ（株 、アップリカ・チルドレンズプロダクト（株 （株）カトー） ）、

ジ、ピジョン（株）など（製造、輸入、海外製造企業など推定約３０社）

ＳＧ関係；工場登録企業 ５工場（内４工場が海外）

ロット認定企業 ２～５企業

ＳＧ表示数；年間 万枚～ 万枚（推定国内販売数量 万台／年）35 75 80



（出典 : 厚生労働省ＨＰ：平成 20 年人口動態統計月報年計（概数）の概況）
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（製品安全協会データより：年度（4月～翌 3月）とする）

0
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49 51 53 55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

乳母車のＳＧ実績表

昭和・・年 平成・年

基準改正・新基準認定移行の為 減



- 14 -

旧基準の主要な規定内容

適用範囲 ２４月以下の乳幼児

Ａ形；新生児から適用

Ｂ形；腰が据わった月齢（７月）から

１．外観、構造及び寸法

・仕上げ

・危険なすき間（ 以上 未満）5mm 13mm

・身体保持性（背角度 °以上、リクライニング °以上、たわみ、シ110 150

ート・股ベルトの幅等）

・車輪部の構造（直径 以上、部材の地上高）115mm

・折り畳み部の固定機構、ストッパ機構

２．強度

・ステップの耐荷重

・身体保持部（シート・股ベルト）の強度

・フロントガードの強度

・対衝撃振動性・繰り返し衝撃性

・ストッパの固定強度

３．直進走行性

４．安定性

５．材料（塗料の有害性、生地のホルムアルデヒド）

７．表示・取扱説明書
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参考資料３ 関連海外規格

・米国規制：消費生活用製品安全法 ，16CFR Consumer product safety commission 1303

1500.48, -49, -50 51 1501， ，

→ この規制は、乳母車を対象としたものではなく、乳幼児用品全般に対応する

規定であり、内容は塗料の有害性、シャープエッジ、誤飲小部品の有無のみが

義務付けられている。

ASTM F 833 2007 Standard Consumer Safety Performance Specification for・米国規格： ：

Carriages and Strollers

→ 36月まで適用する乳母車の安全基準。

折り畳み動作時のすき間の問題まで規定を設けていない。後述の規定は使用

中容易に折り畳まれないことを規定するもの。

なお、使用ポジションでのすき間は 5.3mmから 9.5mmまでのすき間は許容さ

れないとの規定もある。

EN 1888 2005 Child care arrticles - Wheeled child conveyances - Safety・欧州規格： ：

requirements and test methods

→ 48月相当の体重まで適用する乳母車の安全基準。

使用ポジションでは、座席の周囲 150mmの領域には 5mm以上 12mm以下のす

き間がないこと。

また、使用中や幼児を乗せようとする場合に容易に製品が折り畳まれないよ

う、固定機構は２重になっていることとの規定はある。

AS/NZS 2088 2000 Prams and strollers - Safety requirements・ ：

→ 9kg（6月相当）以下使用のプラムと、それ以上の使用のストローラーを適用

対面式ハンドルの操作時に生じるすき間が12mm以上あることを規定。

容易に折り畳まれないよう２段階の操作機構になっていること。

開口した管のようなすき間は 5mm以上 12mm（深さ10mm未満は可）は不可。

エッジ部と先鋭部は、テスターで検査。

BS 7409 1996 Safety requirements for wheeled child conveyances・ ：

→ 英国の乳母車の規格である。同様に折り畳み時の幼児の指等の挟み込みに関

しては規定はない。逆に、可動部の調整時などは親の責任で子どもの安全を図

ることとの警告がある。
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参考資料４ ホームページ、ＰＯＰ用等のご注意ページ（ 年 月に全国店舗へ配布）2008 3




